
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     報道関係者 各位 

 

 

 

 

兵庫県最低賃金（地域別最低賃金）の改正について、兵庫労働局長（鈴木
す ず き

一光
かずみつ

）が兵庫

地方最低賃金審議会（会長 梅野
う め の

巨利
なおとし

）に対し諮問を行ったところ、令和４年８月５日に

同審議会から、兵庫県最低賃金を３２円引き上げ、時間額９６０円とする答申がなされ、

これを受けて兵庫労働局長は、所要の手続を経て、兵庫県最低賃金を時間額９６０円と

する改正決定を行い、令和４年９月１日、官報公示を行います。 

 

兵庫県最低賃金改正 

兵庫県最低賃金 時間額９６０円 

引 上 げ 額        ３２円 

発効日 令和４年１０月１日 

 

1  兵庫県最低賃金は県内のすべての事業場で働く労働者とその使用者に適用されるもの

で、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく

適用されます。 

2 次の金額は最低賃金に算入されません。 

① 臨時に支払われる賃金 

 

 

兵庫県最低賃金を９６０円に引上げを決定 
発効日は令和４年１０月１日 

 

Press Release 

 

兵庫労働局 

兵 庫 労 働 局 発 表 

令和４年９月１日午前９時 解禁 

 [ 照 会 先 ] 

 兵庫労働局労働基準部 

 賃 金 室 

  室   長 田 中  肇 

  賃金指導官 泉   正 信 

  TEL  078-367-9154 

    FAX  078-367-9165 

 

 



② 賞与など１か月を超える期間ごとに支払われる賃金 

③ 時間外労働・休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金 

④ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

3 添付書類 

 ・最低賃金の改正決定に関する公示（兵庫労働局最低賃金公示第１号） 

 ・兵庫県最低賃金の改正について（チラシ） 

・令和４年度 業務改善助成金（通常コース）のご案内（リーフレット） 



最低賃金の改正決定に関する公示  

兵庫労働局最低賃金公示第１号  

 最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）第１

２条の規定に基づき、兵庫県最低賃金（昭和５５

年兵庫労働基準局最低賃金公示第１号）の一部を

次のように改正する決定をしたので、同法第１４

条第１項の規定により公示する。  

 令和４年９月１日  

          兵庫労働局長  鈴木  一光    

 第４号中「１時間９２８円」を「１時間９６０

円」に改める。  

    

 



 

 

兵庫県最低賃金の改正について 

兵庫労働局 労働基準部 賃金室 

    兵庫県最低賃金が、下記のとおり改正されます。 

 

時間額  ９６０ 円 
令和４年１０月１日発効 

 

 

兵庫県最低賃金が令和４年１０月１日から時間額９６０円（改正前は９２８円）に 

改正されます。 

 最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。 

 詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室（078-367-9154）又は最寄の労働

基準監督署にお問い合わせください。 

  

 生産性向上のため設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を引上げた場

合、その設備投資などの費用の一部を助成する「業務改善助成金」がございま

す。 

【業務改善助成金の相談・申請窓口】 

相談は「業務改善助成金コールセンター」 

電話 ０１２０－３６６－４４０ 

申請は「兵庫労働局雇用環境・均等部企画課」 

電話 ０７８－３６７－０７００ 

   



（※３）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び
率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

令和４年度 業務改善助成金
（通常コース）のご案内

○ 助成金受給の流れや申請先等については裏面をご覧ください。

（※1）

（※2）

（※1）

コース区分
引上

げ額

引き上げる

労働者数

助成

上限額
助成対象事業場 助成率

30円コース
30円
以上

１人 ３０万円

以下の２つの要件を
満たす事業場

・事業場内最低賃金と
地域別最低賃金の
差額が30円以内

・事業場規模100人以下

【事業場内最低賃金
900円未満】
４／５

生産性要件を
満たした場合は
９／１０

【事業場内最低賃金
900円以上】
３／４

生産性要件を
満たした場合は

４／５

２～３人 ５０万円

４～６人 ７０万円

７人以上 １００万円

10人以上 １２０万円

45円コース
45円
以上

１人 ４５万円

２～３人 ７０万円

４～６人 １００万円

７人以上 １５０万円

10人以上 １８０万円

60円コース
60円
以上

１人 ６０万円

２～３人 ９０万円

４～６人 １５０万円

７人以上 ２３０万円

10人以上 ３００万円

90円コース
90円
以上

１人 ９０万円

２～３人 １５０万円

４～６人 ２７０万円

７人以上 ４５０万円

10人以上 ６００万円

（※３）

（※３）

（※１）10人以上の上限額区分は、以下の①叉は②のいずれかに該当する事業場が対象となります。
①賃金要件：事業場内最低賃金900円未満の事業場
②生産量要件：売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、

30％以上減少している事業者

（※1）

（※1）

（※1）

（※1）

『業務改善助成金（通常コース）』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い

賃金（事業場内最低賃金）」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、

設備投資（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）

などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

助成金の
概要

業務改善助成金 検索詳しくはHPをご覧ください！

※申請期限：令和５年１月31日
概 要

賃金引上げ
設備投資等に要した
費用の一部を助成設備投資等

（※２）対象は地域別最低賃金900円未満の地域のうち､事業場内最低賃金が900円未満の事業場です｡（令和４年４月現在）

（※2）



厚生労働省 （R４.４.１）

～ 業務改善助成金の活用事例 ～

ご留意頂きたい事項

◆ 助成金の申請窓口は、都道府県労働局です。事業場がある地域の労働局にお問い合わせください。

【担当部署】各労働局雇用環境・均等部（室）

申請先

お問い合わせ先

交付申請書・事業実施計画などを、
最寄りの都道府県労働局に提出

審
査

交付決定後、
提出した計画に
沿って事業実施

労働局に
事業実施結果

を報告
支給

助成金支給までの流れ

審
査

◆ 過年度に業務改善助成金を活用した事業場も、助成対象となります。

◆ 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

◆ 事業完了の期限は令和５年３月３１日です。

働き方改革推進支援資金

◆ 日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引上げに取り組む者に対して、設備資金や

運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。

【担当部署】各都道府県日本政策金融公庫

◆ 「業務改善助成金コールセンター」まで、お気軽にお問い合わせください。

電話番号 0120-366-440 （受付時間 平日8:30～17:15）


